
　「送り付け商法」とは、注文していない商品を一
方的に送り付け、代金を請求する手口のことです。 
これに関する特定商取引法の改定により、７月６
日から、一方的に送り付けられた商品は、14日
間保管する必要がなくなり、直ちに処分可能とな
りました。

　送られてくる物は、カニなどの海産物や健康食
品などさまざまです。 昨年は、国が布マスクを
配布したことをまねて、マスクを勝手に送り付け
る手口が多く現れ、注意が呼び掛けられました。

Ｑ．自分宛てに身に覚えのない商品が送付されて
きた。代金を支払わなくてはいけないの？

Ａ.  一方的に送り付けられた商品に、代金を支払
う必要はありません。

Ｑ.  海外から送付されてきた商品についても、特
定商取引法上の規定は適用されるの？

Ａ.  海外から日本国内に居住する消費者に送り付
けられた商品についても適用されます。

知っとく情報

村民
相談室

信発 ち
ゆ

ー「送り付け商法」で届いた商品は、すぐに捨ててＯＫ！

返品を求められても、返す必要はありません！

【問い合わせ】村民相談室（消費生活センター）(☎287-0858）
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全額免除 ４分の３免除 半額免除 ４分の１免除
平成23年度の月分 １万5,350円 １万1,510円 7,680円 3,830円
平成24年度の月分 １万5,200円 １万1,400円 7,600円 3,800円
平成25年度の月分 １万5,180円 １万1,380円 7,590円 3,790円
平成26年度の月分 １万5,330円 １万1,500円 7,660円 3,830円
平成27年度の月分 １万5,650円 １万1,740円 7,820円 3,920円
平成28年度の月分 １万6,310円 １万2,230円 8,150円 4,070円
平成29年度の月分 １万6,520円 １万2,390円 8,260円 4,130円
平成30年度の月分 １万6,360円 １万2,260円 8,180円 4,080円
令和元年度の月分 １万6,410円 １万2,310円 8,200円   4,100円※

令和２年度の月分 １万6,540円 １万2,400円 8,270円   4,130円※

※追納加算額はありません。

どんな物が送られてくるの？

 その１　商品は直ちに処分可能
　注文や契約をしていないにもかかわらず、金銭
を得ようとして一方的に送り付けられた商品は、
直ちに処分することができます。
 その２　事業者から金銭を請求されても支払い不要
　一方的に商品を送り付けられた場合、金銭を支
払う義務は生じません。また仮に、消費者がその
商品を開封したり、処分したりしても、金銭の支
払いは不要です。事業者から金銭の支払いを請求
されても、応じないようにしましょう。
 その３　誤って金銭を支払ってしまったら、すぐ相談 
　一方的に送り付けられた商品の代金などを請求
され、支払いの義務があると誤解して、金銭を支
払ってしまったとしても、その金銭については返
還を請求することができます。対応に困ったら、
消費者ホットライン（☎188）に相談しましょう。

相談室一言アドバイス ▼ ▽ 「送り付けかと思ったら、

家族が送ったものだった」 という報告を受ける場合も

あります。 処分する前に、 ご家族や親戚に確認を！

送り付け商法に関するＱ＆Ａ

一方的な送り付け行為への対応３か条
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